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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第
１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属する商品カテゴリを自動的
に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ば
らつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフに併せて前記第２のグラフ
を表示する処理、
　をコンピュータが実行することを特徴とする販売状況表示方法。
【請求項２】
　前記コンピュータが、
　指定された前記商品について、複数の店舗のそれぞれにおける投入数に対する売上数の
割合を示す店舗消化率の偏差に基づいて、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差
範囲に対応する店舗の数を示す第１のグラフを生成し、
　特定した前記商品カテゴリについて、前記複数の店舗のそれぞれにおける投入数に対す
る売上数の割合を示す店舗消化率の偏差に基づいて、前記所定の偏差範囲のそれぞれにつ
いて、当該偏差範囲に対応する店舗の数を示す第２のグラフを生成する、
　処理を実行することを特徴とする請求項１に記載の販売状況表示方法。
【請求項３】
　前記コンピュータが、
　前記所定の偏差範囲のいずれかの偏差範囲が指定されたことに応じて、指定された前記
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商品について、指定された前記偏差範囲に対応する各店舗の売上数又は在庫数の少なくと
もいずれかを示す第３のグラフを表示する処理、
　を実行することを特徴とする請求項２に記載の販売状況表示方法。
【請求項４】
　前記コンピュータが、
　商品の指定を受け付ける際に、店舗間での販売状況のばらつき度合いを示す値が所定値
よりも大きい所定の商品を指定可能に表示する処理、
　を実行することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の販売状況表示方法。
【請求項５】
　指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第
１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属する商品カテゴリを自動的
に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ば
らつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフに併せて前記第２のグラフ
を表示する制御部、
　を有することを特徴とする販売状況表示装置。
【請求項６】
　指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第
１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属する商品カテゴリを自動的
に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ば
らつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフに併せて前記第２のグラフ
を表示する処理、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする販売状況表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、販売状況表示方法、販売状況表示装置、および販売状況表示プログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の店舗を展開する企業では、各店舗における商品の販売状況を把握することは重要
である。例えば、ある商品について、店舗間の販売状況にばらつきが生じることがある。
このような場合には、例えば、販売数が少なく在庫数の多い店舗から、販売数が多く在庫
数の少ない店舗に商品を移動させる、いわゆる、店間移動を行うことで、在庫の消化を促
進することができる。
【０００３】
　先行技術としては、例えば、属性階層分析に用いられる属性階層の各階層に設定する商
品属性を組み替え可能にし、商品属性を組み替えた場合に、変更された属性階層に応じた
データ集計を行う技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２３８０４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、商品の販売状況を把握するのに時間や手間がかかる場合
がある。例えば、複数の店舗で販売している複数の商品のそれぞれについて、店舗ごとの
売上数や在庫数などを人手で確認して、店舗ごとの販売状況や店舗間の販売ばらつき状況
を判断するには時間や手間がかかる。
【０００６】
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　一つの側面では、本発明は、販売状況の把握を支援する販売状況表示方法、販売状況表
示装置、および販売状況表示プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の
販売ばらつき状況を示す第１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属
する商品カテゴリを自動的に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販
売状況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフ
に併せて前記第２のグラフを表示する販売状況表示方法、販売状況表示装置、および販売
状況表示プログラムが提案される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一側面によれば、販売状況の把握を支援することができるという効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態にかかる販売状況表示方法の一実施例を示す説明図である。
【図２】図２は、業務支援システム２００のシステム構成例を示す説明図である。
【図３】図３は、販売状況表示装置１００のハードウェア構成例を示すブロック図である
。
【図４】図４は、クライアント装置２０１のハードウェア構成例を示すブロック図である
。
【図５】図５は、商品属性テーブル５００の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、店舗消化率テーブル６００の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、商品属性選択画面７００の画面例を示す説明図である。
【図８】図８は、販売状況表示装置１００の機能的構成例を示すブロック図である。
【図９】図９は、週次ＭＤ分析画面９００の画面例を示す説明図である。
【図１０】図１０は、店舗消化率分析画面１０００の画面例を示す説明図である。
【図１１】図１１は、累計実績画面１１００の画面例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、販売状況表示装置１００の販売状況表示処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】図１３は、週次ＭＤ分析画面表示処理の具体的処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。
【図１４】図１４は、店舗消化率分析画面表示処理の具体的処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１５】図１５は、累計実績画面表示処理の具体的処理手順の一例を示すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に図面を参照して、本発明にかかる販売状況表示方法、販売状況表示装置、および
販売状況表示プログラムの実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（実施の形態）
　図１は、実施の形態にかかる販売状況表示方法の一実施例を示す説明図である。図１に
おいて、販売状況表示装置１００は、各店舗における商品ごとの販売状況の把握を支援す
るコンピュータである。店舗は、商品を販売するための施設であり、例えば、衣料品店、
服飾店、デパート、スーパーマーケット、飲食店などである。また、商品は、店舗で販売
される品物であり、例えば、衣料品、服飾品、雑貨、食料品、飲食物などである。
【００１２】
　ここで、複数の店舗を展開する企業などにおいて、各店舗における商品の販売状況を把
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握することは重要である。例えば、各店舗における商品の販売状況から、店舗間の販売ば
らつき状況や全店舗における売れ行きなどを判断して、店間移動や売価変更などの施策を
講じることで、在庫の消化を促進することができる。
【００１３】
　各店舗における商品の販売状況は、例えば、各店舗における商品の投入数、売上数、在
庫数などを確認することで判断することができる。ところが、店舗数が多く、また、各店
舗で販売している商品点数が多い場合などには、各店舗における商品ごとの投入数、売上
数、在庫数などを確認して、各店舗における商品ごとの販売状況を把握するには手間や時
間がかかる。
【００１４】
　そこで、本実施の形態では、複数の店舗のそれぞれにおける商品ごとの販売状況を把握
しやすくさせる販売状況表示方法について説明する。以下、販売状況表示装置１００の処
理例について説明する。
【００１５】
　（１）販売状況表示装置１００は、指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は
店舗間の販売ばらつき状況を示す第１のグラフを生成する。指定される商品は、例えば、
複数の店舗で販売されている商品のうち、各店舗における販売状況の分析対象となる商品
である。商品の指定は、例えば、ユーザの操作入力により行われる。
【００１６】
　具体的には、例えば、販売状況表示装置１００は、指定された商品についての店舗ごと
の売上数を示す第１のグラフを生成することにしてもよい。売上数は、店舗において販売
された商品の数である。これにより、指定された商品について、各店舗における売上数か
ら、店舗ごとの販売状況を判断可能なグラフを生成することができる。
【００１７】
　また、指定された商品について、店舗への投入数が店舗間で異なる場合がある。投入数
は、店舗に投入された商品の数である。このような場合には、各店舗における売上数のみ
から、店舗ごとの販売状況を相対的に評価する、すなわち、店舗間での販売ばらつき状況
を判断することは難しい。
【００１８】
　このため、販売状況表示装置１００は、例えば、指定された商品についての、各店舗に
おける投入数に対する売上数の割合を示す第１のグラフを生成することにしてもよい。こ
れにより、指定された商品について、各店舗における投入数が異なるような場合であって
も、店舗間の販売ばらつき状況を判断可能なグラフを生成することができる。
【００１９】
　（２）販売状況表示装置１００は、記憶部１１０を参照して、指定された商品が属する
商品カテゴリを特定する。ここで、記憶部１１０は、商品カテゴリと、当該商品カテゴリ
に属する商品との対応関係を示す情報を記憶する。商品カテゴリは、商品を分類する区分
である。
【００２０】
　衣料品店で販売される「衣料品」を例に挙げると、商品カテゴリは、「トップス」、「
ボトムス」、「ワンピース」などである。また、例えば、商品カテゴリ「トップス」に属
する商品は、「ジャケット」、「カーディガン」、「シャツ」などである。この場合、販
売状況表示装置１００は、例えば、商品「シャツ」が指定されると、記憶部１１０を参照
して、商品「シャツ」が属する商品カテゴリ「トップス」を特定する。
【００２１】
　スーパーマーケットで販売される「飲食物」を例に挙げると、商品カテゴリは、「野菜
」、「酒類」、「菓子」などである。また、例えば、商品カテゴリ「酒類」に属する商品
は、「ビール」、「日本酒」、「焼酎」、「ワイン」などである。この場合、販売状況表
示装置１００は、例えば、商品「ワイン」が指定されると、記憶部１１０を参照して、商
品「ワイン」が属する商品カテゴリ「酒類」を特定する。
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【００２２】
　（３）販売状況表示装置１００は、特定した商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状
況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成する。
【００２３】
　具体的には、例えば、販売状況表示装置１００は、特定した商品カテゴリについての各
店舗における売上数を示す第２のグラフを生成することにしてもよい。商品カテゴリにつ
いての各店舗における売上数は、当該商品カテゴリに属する全商品の売上数の合計である
。これにより、特定した商品カテゴリについて、各店舗における売上数から、店舗ごとの
販売状況を判断可能なグラフを生成することができる。
【００２４】
　また、販売状況表示装置１００は、例えば、特定した商品カテゴリについての、各店舗
における投入数に対する売上数の割合を示す第２のグラフを生成することにしてもよい。
商品カテゴリについての各店舗における投入数は、当該商品カテゴリに属する全商品の投
入数の合計である。これにより、特定した商品カテゴリについて、各店舗における投入数
が異なるような場合であっても、店舗間の販売ばらつき状況を判断可能なグラフを生成す
ることができる。
【００２５】
　（４）販売状況表示装置１００は、生成した第１のグラフに併せて、生成した第２のグ
ラフを表示する。具体的には、例えば、販売状況表示装置１００は、同一画面内に第１の
グラフと第２のグラフとを並べて表示することにしてもよく、また、同一座標系に第１の
グラフと第２のグラフとを一緒に表示することにしてもよい。
【００２６】
　図１の例では、Ａ店、Ｂ店、Ｃ店およびＤ店の複数の店舗で販売されている商品「ワイ
ン」が指定された結果、第１のグラフＧ１に併せて、第２のグラフＧ２がディスプレイ１
２０に表示されている。なお、ディスプレイ１２０は、販売状況表示装置１００が有して
いてもよく、また、販売状況表示装置１００に接続された他の装置が有していてもよい。
【００２７】
　ここで、第１のグラフＧ１は、指定された商品「ワイン」について、Ａ店～Ｄ店の店舗
ごとの売上数を示す折れ線グラフである。また、第２のグラフＧ２は、商品「ワイン」が
属する商品カテゴリ「酒類」に属する全商品について、Ａ店～Ｄ店の店舗ごとの売上数を
示す折れ線グラフである。
【００２８】
　このように、販売状況表示装置１００によれば、指定された商品についての第１のグラ
フを表示する際に、指定された商品が属する商品カテゴリを特定して、当該商品カテゴリ
についての第２のグラフを、第１のグラフに併せて表示することができる。これにより、
各店舗における商品ごとの販売状況を把握しやすくさせることができる。
【００２９】
　例えば、第１のグラフＧ１によれば、指定された商品「ワイン」について、Ｂ店の売上
数が他の店舗に比べて極端に多く、店舗間の販売状況にばらつきが生じていることがわか
る。このため、商品「ワイン」については、例えば、売上数が少ないＡ店、Ｃ店およびＤ
店から、売上数が多いＢ店への店間移動を行うことで、在庫の消化を促進できるといった
ことを判断することができる。
【００３０】
　一方、第２のグラフＧ２によれば、指定された商品「ワイン」が属する商品カテゴリ「
酒類」については、Ｂ店の売上数が他の店舗に比べて若干多いものの、店舗間での販売状
況にばらつきが少ないことがわかる。このため、商品カテゴリ「酒類」について、商品「
ワイン」以外の他の商品については、各店舗の投入数、売上数、在庫数などを確認しなく
ても、店舗間で販売状況にばらつきが生じておらず、店間移動などの施策を講じる必要性
が低いと判断することができる。
【００３１】
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　これらのことから、販売状況表示装置１００によれば、ある商品について、店舗ごとの
販売状況を確認する際に、当該商品が属する商品カテゴリの他の商品についても、店舗間
での販売状況のばらつきの有無を併せて判断することができる。このため、複数の店舗を
展開する企業などにおいて、各店舗における商品ごとの販売状況を把握する際の時間や手
間を削減することができ、店間移動や売価変更などの施策の立案作業を支援することがで
きる。
【００３２】
（業務支援システム２００のシステム構成例）
　つぎに、図１に示した販売状況表示装置１００を、衣料品を販売する複数の店舗を展開
する企業に導入される業務支援システム２００に適用した場合を例に挙げて説明する。
【００３３】
　図２は、業務支援システム２００のシステム構成例を示す説明図である。図２において
、業務支援システム２００は、販売状況表示装置１００と、複数のクライアント装置２０
１とを含む。業務支援システム２００において、販売状況表示装置１００および複数のク
ライアント装置２０１は、有線または無線のネットワーク２１０を介して接続される。ネ
ットワーク２１０は、例えば、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡ
Ｎ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットなどである。
【００３４】
　ここで、販売状況表示装置１００は、名称・商品マスタ２２０、場所別単品実績ＤＢ（
データベース）２３０、週別場所別単品実績ＤＢ２４０および場所別在庫ＤＢ２５０を有
し、各店舗における商品ごとの販売状況の把握を支援する。販売状況表示装置１００は、
例えば、サーバである。
【００３５】
　名称・商品マスタ２２０は、店舗に関する情報や、店舗において販売される商品に関す
る情報を記憶する。商品は、例えば、衣服、下着、シューズ、バッグなどである。各商品
は、例えば、各商品を一意に識別する品番によって管理される。名称・商品マスタ２２０
は、例えば、後述の図５に示す商品属性テーブル５００および図６に示す店舗消化率テー
ブル６００を含む。
【００３６】
　場所別単品実績ＤＢ２３０は、品番によって識別されるそれぞれの商品について、各店
舗における累計投入数および累計売上数を記憶する。累計投入数は、店舗に投入（入荷）
された商品の累計数量である。累計投入数は、例えば、店間移動により他の店舗から移動
させた商品の数量を含む。累計売上数は、店舗で販売された商品の累計数量である。
【００３７】
　週別場所別単品実績ＤＢ２４０は、品番によって識別されるそれぞれの商品について、
各店舗における週別の入荷予定数量、投入数量、純売上数量および店頭在庫推移数量を示
す週別場所別単品実績情報を記憶する。入荷予定数量は、該当週に店舗に入荷される予定
の商品の数量である。投入数量は、該当週に店舗に投入された商品の数量である。純売上
数量は、該当週に店舗で販売された商品の数量である。店頭在庫推移数量は、該当週に店
舗にある商品の在庫数である。
【００３８】
　なお、販売状況表示装置１００は、例えば、各店舗における日別または時間帯別の入荷
予定数量、投入数量、純売上数量および店頭在庫推移数量を記憶することにしてもよい。
【００３９】
　場所別在庫ＤＢ２５０は、品番によって識別されるそれぞれの商品について、各店舗に
おける現在の在庫数を記憶する。また、場所別在庫ＤＢ２５０は、商品を分類するそれぞ
れの商品カテゴリについて、各店舗における合計在庫数を記憶していてもよい。合計在庫
数は、商品カテゴリに属する各商品の現在の在庫数の合計である。
【００４０】
　なお、各種ＤＢ等２２０，２３０，２４０，２５０のデータは、例えば、人手により登
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録されてもよく、また、店舗ごとの各商品の投入数、売上数、在庫数等を管理する他のシ
ステムにより登録されることにしてもよい。
【００４１】
　クライアント装置２０１は、ＰＣ（パーソナル・コンピュータ）、タブレット端末、ス
マートフォンなどのコンピュータである。クライアント装置２０１は、例えば、各店舗に
おける商品の販売状況を分析して、店間移動や売価変更などの施策を立案するユーザによ
り使用される。
【００４２】
　業務支援システム２００において、販売状況表示装置１００は、例えば、クライアント
装置２０１から各種画面の表示要求を受信したことに応じて、各種画面の画面情報を生成
して、クライアント装置２０１に送信する。これにより、クライアント装置２０１に各種
画面を表示することができる。
【００４３】
（販売状況表示装置１００のハードウェア構成例）
　図３は、販売状況表示装置１００のハードウェア構成例を示すブロック図である。図３
において、販売状況表示装置１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）３０１と、メモリ３０２と、Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０３と、ディ
スクドライブ３０４と、ディスク３０５と、を有する。また、各構成部は、バス３００に
よってそれぞれ接続される。
【００４４】
　ここで、ＣＰＵ３０１は、販売状況表示装置１００の全体の制御を司る。メモリ３０２
は、例えば、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）およびフラッシュＲＯＭなどを有する。具体的には、例えば
、フラッシュＲＯＭやＲＯＭが各種プログラムを記憶し、ＲＡＭがＣＰＵ３０１のワーク
エリアとして使用される。メモリ３０２に記憶されるプログラムは、ＣＰＵ３０１にロー
ドされることで、コーディングされている処理をＣＰＵ３０１に実行させる。
【００４５】
　Ｉ／Ｆ３０３は、通信回線を通じてネットワーク２１０に接続され、ネットワーク２１
０を介して他の装置（例えば、図２に示したクライアント装置２０１）に接続される。そ
して、Ｉ／Ｆ３０３は、ネットワーク２１０と自装置内部とのインターフェースを司り、
他の装置からのデータの入出力を制御する。Ｉ／Ｆ３０３には、例えば、モデムやＬＡＮ
アダプタなどを採用することができる。
【００４６】
　ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御に従ってディスク３０５に対するデー
タのリード／ライトを制御する。ディスク３０５は、ディスクドライブ３０４の制御で書
き込まれたデータを記憶する。ディスク３０５としては、例えば、磁気ディスク、光ディ
スクなどが挙げられる。
【００４７】
　なお、図２に示した各種ＤＢ等２２０，２３０，２４０，２５０は、例えば、メモリ３
０２、ディスク３０５などの記憶装置により実現される。また、販売状況表示装置１００
は、上述した構成部のほか、例えば、ＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）、
キーボード、マウス、ディスプレイなどを有することにしてもよい。
【００４８】
（クライアント装置２０１のハードウェア構成例）
　図４は、クライアント装置２０１のハードウェア構成例を示すブロック図である。図４
において、クライアント装置２０１は、ＣＰＵ４０１と、メモリ４０２と、ディスクドラ
イブ４０３と、ディスク４０４と、Ｉ／Ｆ４０５と、ディスプレイ４０６と、入力装置４
０７と、を有する。また、各構成部はバス４００によってそれぞれ接続される。
【００４９】
　ここで、ＣＰＵ４０１は、クライアント装置２０１の全体の制御を司る。メモリ４０２
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は、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびフラッシュＲＯＭなどを有する。具体的には、例えば
、フラッシュＲＯＭやＲＯＭが各種プログラムを記憶し、ＲＡＭがＣＰＵ４０１のワーク
エリアとして使用される。メモリ４０２に記憶されるプログラムは、ＣＰＵ４０１にロー
ドされることで、コーディングされている処理をＣＰＵ４０１に実行させる。
【００５０】
　ディスクドライブ４０３は、ＣＰＵ４０１の制御に従ってディスク４０４に対するデー
タのリード／ライトを制御する。ディスク４０４は、ディスクドライブ４０３の制御で書
き込まれたデータを記憶する。ディスク４０４としては、例えば、磁気ディスク、光ディ
スクなどが挙げられる。
【００５１】
　Ｉ／Ｆ４０５は、通信回線を通じてネットワーク２１０に接続され、ネットワーク２１
０を介して他の装置（例えば、図２に示した販売状況表示装置１００）に接続される。そ
して、Ｉ／Ｆ４０５は、ネットワーク２１０と自装置内部とのインターフェースを司り、
他の装置からのデータの入出力を制御する。
【００５２】
　ディスプレイ４０６は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。ディスプレイ４０６は、例えば、液晶ディスプ
レイ、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などを採用することができる。
【００５３】
　入力装置４０７は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを有し、データの入
力を行う。入力装置４０７は、キーボードやマウスなどであってもよく、また、タッチパ
ネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。なお、クライアント装置２０２は、
例えば、ディスクドライブ４０３、ディスク４０４を有さないことにしてもよい。
【００５４】
（商品属性テーブル５００の記憶内容）
　つぎに、販売状況表示装置１００が有する商品属性テーブル５００の記憶内容について
説明する。上述したように、商品属性テーブル５００は、例えば、図２に示した名称・商
品マスタ２２０に含まれる。図１に示した記憶部１１０は、例えば、商品属性テーブル５
００に対応する。
【００５５】
　図５は、商品属性テーブル５００の記憶内容の一例を示す説明図である。図５において
、商品属性テーブル５００は、ブランド、年度シーズン、カテゴリおよび品番のフィール
ドを有し、各フィールドに情報を設定することで、商品属性情報（例えば、商品属性情報
５００－１～５００－３）をレコードとして記憶する。
【００５６】
　ここで、ブランドは、商品のブランド名である。年度シーズンは、どの年度のどの時期
向けの商品であるかを表すシーズン名である。年度シーズンとしては、例えば、２０１６
ＳＳ（Ｓｐｒｉｎｇ／Ｓｕｍｍｅｒ）、２０１６ＡＷ（Ａｕｔｕｍｎ／Ｗｉｎｔｅｒ）な
どがある。
【００５７】
　カテゴリは、商品を分類する区分である。カテゴリとしては、例えば、トップス、ボト
ムス、ワンピース、シューズなどがある。ブランド、年度シーズンおよびカテゴリのそれ
ぞれは、品番によって識別される商品を特徴付ける商品属性の一つである。品番は、商品
を一意に識別する識別子である。図５の例では、品番フィールドには、商品の品番（例え
ば、ＦＪ０２１０５）と名称（例えば、ボーダーシャツ）が設定されている。
【００５８】
（店舗消化率テーブル６００の記憶内容）
　つぎに、販売状況表示装置１００が有する店舗消化率テーブル６００の記憶内容につい
て説明する。上述したように、店舗消化率テーブル６００は、例えば、図２に示した名称
・商品マスタ２２０に含まれる。
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【００５９】
　図６は、店舗消化率テーブル６００の記憶内容の一例を示す説明図である。図６におい
て、店舗消化率テーブル６００は、商品属性、標準偏差、全体の店舗消化率および各店舗
の店舗消化率の偏差のフィールドを有する。各フィールドに情報を設定することで、店舗
消化率情報（例えば、店舗消化率情報６００－１，６００－２）がレコードとして記憶さ
れる。
【００６０】
　ここで、商品属性は、商品を特徴付ける属性である。商品属性フィールドには、例えば
、ブランド、年度シーズン、カテゴリ、品番などの商品属性が設定される。標準偏差は、
商品属性から特定される商品の各店舗の店舗消化率の標準偏差である。例えば、商品属性
「ＦＪ０２１０５　ボーダーシャツ」から特定される商品は、品番「ＦＪ０２１０５　ボ
ーダーシャツ」の商品である。また、商品属性「トップス」から特定される商品は、カテ
ゴリ「トップス」に属する全商品である。カテゴリ「トップス」に属する全商品は、例え
ば、図５に示した商品属性テーブル５００から特定される。
【００６１】
　また、各店舗の店舗消化率は、商品属性から特定される商品についての、各店舗におけ
る累計投入数量に対する累計売上数量の割合を表しており、例えば、下記式（１）を用い
て求めることができる。なお、各店舗の累計売上数量および累計投入数量は、例えば、図
２に示した場所別単品実績ＤＢ２３０から特定することができる。
【００６２】
　　各店舗の店舗消化率＝
　　各店舗の累計売上数量／各店舗の累計投入数量×１００　　　…（１）
【００６３】
　各店舗の店舗消化率は、商品属性から特定される商品について、店舗ごとの販売状況を
判断する指標となる。各店舗の店舗消化率の標準偏差は、各店舗の店舗消化率の分散を求
めて、正の平方根をとることにより求めることができる。各店舗の店舗消化率の標準偏差
は、商品属性から特定される商品について、店舗間の販売ばらつき状況を判断する指標と
なる。
【００６４】
　全体の店舗消化率は、商品属性から特定される商品についての、全店舗における累計投
入数量に対する累計売上数量の割合を表す。全体の店舗消化率は、商品属性から特定され
る商品について、全店舗における総合的な販売状況を判断する指標となる。
【００６５】
　各店舗の店舗消化率の偏差は、標準となる店舗消化率の値からの偏りを表しており、例
えば、下記式（２）を用いて求めることができる。ただし、平均店舗消化率は、各店舗の
店舗消化率の平均値である。
【００６６】
　　各店舗の店舗消化率の偏差＝各店舗の店舗消化率－平均店舗消化率　　　…（２）
【００６７】
　例えば、店舗消化率の偏差が「０」より大きい店舗は、商品属性から特定される商品に
ついて、全店舗平均よりも消化（販売）できていると判断することができる。一方、店舗
消化率の偏差が「０」より小さい店舗は、商品属性から特定される商品について、全店舗
平均よりも消化（販売）できていないと判断することができる。
【００６８】
　なお、店舗消化率テーブル６００内の各種数値（標準偏差、全体の店舗消化率、各店舗
の店舗消化率の偏差）は、例えば、販売状況表示装置１００が算出することにしてもよく
、また、他のコンピュータで算出された数値を販売状況表示装置１００が取得することに
してもよい。
【００６９】
（商品属性選択画面７００の画面例）
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　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される商品属性選択画面
７００の画面例について説明する。以下の説明では、クライアント装置２０１の各種画面
に表示されるボックス、ボタン等をユーザが選択する操作として、図４に示した入力装置
４０７を用いたクリック操作を行う場合を例に挙げて説明する。
【００７０】
　図７は、商品属性選択画面７００の画面例を示す説明図である。図７において、商品属
性選択画面７００は、販売状況の分析対象となる商品の商品属性を選択する操作画面であ
る。商品属性選択画面７００において、カーソルＣを移動させて、ボックス７０１をクリ
ックすると、商品のブランドを選択することができる。また、ボックス７０２をクリック
すると、商品の年度シーズンを選択することができる。また、ボックス７０３をクリック
すると、商品のカテゴリを選択することができる。
【００７１】
　より具体的に説明すると、例えば、ボックス７０３をクリックすると、選択可能なカテ
ゴリをリスト化したカテゴリ一覧７１０が表示され、カテゴリ一覧７１０からいずれかの
カテゴリを選択することができる。なお、選択可能なカテゴリは、例えば、商品属性テー
ブル５００に登録されているカテゴリである。
【００７２】
　また、商品属性選択画面７００において、検索ボタン７０４をクリックすると、クライ
アント装置２０１から販売状況表示装置１００に商品属性の選択結果が送信される。例え
ば、ブランド「Ａ－Ｂｒａｎｄ」、年度シーズン「２０１６ＳＳ」およびカテゴリ「トッ
プス」が選択された状態で、検索ボタン７０４がクリックされると、商品属性の選択結果
「Ａ－Ｂｒａｎｄ、２０１６ＳＳ、トップス」が送信される。
【００７３】
　また、商品属性選択画面７００において、クリアボタン７０５をクリックすると、ボッ
クス７０１～７０３において選択した商品属性をクリアすることができる。また、商品属
性選択画面７００において、終了ボタン７０６をクリックすると、商品属性選択画面７０
０の表示を終了することができる。
【００７４】
（販売状況表示装置１００の機能的構成例）
　つぎに、販売状況表示装置１００の機能的構成例について説明する。
【００７５】
　図８は、販売状況表示装置１００の機能的構成例を示すブロック図である。図８におい
て、販売状況表示装置１００は、受付部８０１と、表示制御部８０２と、生成部８０３と
、特定部８０４と、を含む。受付部８０１～特定部８０４は制御部となる機能であり、具
体的には、例えば、図３に示したメモリ３０２、ディスク３０５などの記憶装置に記憶さ
れたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、または、Ｉ／Ｆ３０３により、
その機能を実現する。各機能部の処理結果は、例えば、メモリ３０２、ディスク３０５な
どの記憶装置に記憶される。
【００７６】
　受付部８０１は、販売状況の分析対象となる商品の商品属性の選択を受け付ける。商品
属性の選択は、例えば、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される商品
属性選択画面７００（図７参照）において行われる。具体的には、例えば、受付部８０１
は、クライアント装置２０１から商品属性の選択結果を受信することにより、商品属性の
選択を受け付ける。
【００７７】
　表示制御部８０２は、選択された商品属性から特定される商品を表示する制御を行う。
この際、表示制御部８０２は、例えば、選択された商品属性から特定される商品の店舗間
での販売状況のばらつき度合いを示す値を表示してもよい。店舗間での販売状況のばらつ
き度合いを示す値は、例えば、各店舗の店舗消化率の標準偏差である。
【００７８】
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　さらに、表示制御部８０２は、例えば、店舗間での販売状況のばらつき度合いを示す値
が所定値よりも大きい所定の商品を指定可能に表示することにしてもよい。所定値は、任
意に設定可能である。これにより、店舗間の販売状況にある程度ばらつきがある商品をリ
スト化して表示することができる。
【００７９】
　具体的には、例えば、まず、図５に示した商品属性テーブル５００を参照して、選択さ
れた商品属性に対応する商品を特定する。つぎに、表示制御部８０２は、特定した商品に
ついて、例えば、図２に示した週別場所別単品実績ＤＢ２４０、場所別在庫ＤＢ２５０や
、図６に示した店舗消化率テーブル６００を参照して、後述の図９に示すような週次ＭＤ
分析画面９００の画面情報を生成する。
【００８０】
　そして、表示制御部８０２は、生成した週次ＭＤ分析画面９００の画面情報をクライア
ント装置２０１に送信する。これにより、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６
に週次ＭＤ分析画面９００を表示することができる。週次ＭＤ分析画面９００は、各店舗
の店舗消化率の標準偏差が所定値（例えば、１）よりも大きい商品をリスト化して指定可
能に表示する操作画面である。
【００８１】
　また、受付部８０１は、販売状況の分析対象となる商品の指定を受け付ける。商品の指
定は、例えば、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される週次ＭＤ分析
画面９００（後述の図９参照）において行われる。具体的には、例えば、受付部８０１は
、クライアント装置２０１から商品の指定結果を受信することにより、商品の指定を受け
付ける。
【００８２】
　生成部８０３は、指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばら
つき状況を示す第１のグラフを生成する。具体的には、例えば、生成部８０３は、指定さ
れた商品について、複数の店舗のそれぞれにおける投入数（累計投入数量）に対する売上
数（累計売上数量）の割合を示す店舗消化率の偏差に基づいて、第１のグラフを生成する
ことにしてもよい。
【００８３】
　より詳細に説明すると、まず、生成部８０３は、例えば、店舗消化率テーブル６００を
参照して、指定された商品について、各店舗の店舗消化率の偏差を特定する。つぎに、生
成部８０３は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する店舗数を算
出する。例えば、所定の偏差範囲を「－５≦偏差＜５」とすると、生成部８０３は、特定
した店舗消化率の偏差が「－５≦偏差＜５」となる店舗の数を算出する。なお、所定の偏
差範囲は、任意に設定可能である。
【００８４】
　つぎに、生成部８０３は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、第１店舗数比率を算出
する。ここで、第１店舗数比率とは、指定された商品（指定商品）を販売した全店舗数に
対する、所定の偏差範囲に対応する店舗数の割合を示しており、例えば、下記式（３）を
用いて求めることができる。なお、指定された商品を販売した全店舗数は、例えば、店舗
消化率テーブル６００から特定される。
【００８５】
　　第１店舗数比率＝
　　所定の偏差範囲に対応する店舗数／指定商品を販売した全店舗数×１００…（３）
【００８６】
　第１店舗数比率は、指定された商品を販売した全店舗のうち、所定の偏差範囲に対応す
る店舗がどの程度の割合占めているかを判断する指標となる。そして、生成部８０３は、
所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する第１店舗数比率を示す第１
のグラフを生成する。第１のグラフの種類は、例えば、棒グラフ、線グラフ、円グラフな
どである。第１のグラフの具体例については、図１０を用いて後述する。



(12) JP 6536371 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

【００８７】
　特定部８０４は、指定された商品が属する商品カテゴリを特定する。具体的には、例え
ば、特定部８０４は、図５に示した商品属性テーブル５００を参照して、指定された商品
が属する商品カテゴリを特定する。ここで、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」
の商品が指定された場合を想定する。
【００８８】
　この場合、特定部８０４は、商品属性テーブル５００を参照して、品番「ＦＪ０１１３
７　ホワイトレーヨン」の商品が属するカテゴリ「トップス」を特定する。この際、特定
部８０４は、カテゴリ「トップス」が属する年度シーズン「２０１６ＳＳ」、または、年
度シーズン「２０１６ＳＳ」が属するブランド「Ａ－Ｂｒａｎｄ」を、品番「ＦＪ０１１
３７　ホワイトレーヨン」の商品が属する商品カテゴリとして特定することにしてもよい
。
【００８９】
　また、生成部８０３は、特定された商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店
舗間の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成する。具体的には、例えば、生成部８
０３は、特定された商品カテゴリについて、複数の店舗のそれぞれにおける投入数（累計
投入数量）に対する売上数（累計売上数量）の割合を示す店舗消化率の偏差に基づいて、
第２のグラフを生成することにしてもよい。
【００９０】
　より詳細に説明すると、まず、生成部８０３は、例えば、店舗消化率テーブル６００を
参照して、特定された商品カテゴリについて、各店舗の店舗消化率の偏差を特定する。つ
ぎに、生成部８０３は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する店
舗数を算出する。なお、所定の偏差範囲は、任意に設定可能であり、例えば、第１のグラ
フと同一の範囲に設定される。
【００９１】
　つぎに、生成部８０３は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、第２店舗数比率を算出
する。ここで、第２店舗数比率とは、特定された商品カテゴリ（特定商品カテゴリ）に属
する商品を販売した全店舗数に対する、所定の偏差範囲に対応する店舗数の割合を示して
おり、例えば、下記式（４）を用いて求めることができる。なお、特定された商品カテゴ
リに属する商品を販売した全店舗数は、例えば、店舗消化率テーブル６００から特定され
る。
【００９２】
　　第２店舗数比率＝
　　所定の偏差範囲に対応する店舗数／特定商品カテゴリに属する商品を販売した全店舗
数×１００…（４）
【００９３】
　第２店舗数比率は、特定された商品カテゴリに属する商品を販売した全店舗のうち、所
定の偏差範囲に対応する店舗がどの程度の割合占めているかを判断する指標となる。そし
て、生成部８０３は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する第２
店舗数比率を示す第２のグラフを生成する。第２のグラフの種類は、例えば、棒グラフ、
線グラフ、曲線グラフ、円グラフなどである。第２のグラフの具体例については、図１０
を用いて後述する。
【００９４】
　表示制御部８０２は、生成された第１のグラフに併せて、生成された第２のグラフを表
示する制御を行う。具体的には、例えば、表示制御部８０２は、生成された第１のグラフ
および第２のグラフに基づいて、後述の図１０に示すような店舗消化率分析画面１０００
の画面情報を生成する。そして、表示制御部８０２は、生成した店舗消化率分析画面１０
００の画面情報をクライアント装置２０１に送信する。これにより、クライアント装置２
０１のディスプレイ４０６に店舗消化率分析画面１０００を表示することができる。
【００９５】
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　また、受付部８０１は、第１のグラフおよび第２のグラフが併せて表示された結果、所
定の偏差範囲のいずれかの偏差範囲の指定を受け付けることにしてもよい。偏差範囲の指
定は、例えば、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される店舗消化率分
析画面１０００（後述の図１０参照）において行われる。具体的には、例えば、受付部８
０１は、クライアント装置２０１から偏差範囲の指定結果を受信することにより、偏差範
囲の指定を受け付ける。
【００９６】
　生成部８０３は、指定された商品について、指定された偏差範囲に対応する各店舗の売
上数又は在庫数の少なくともいずれかを示す第３のグラフを生成する。具体的には、例え
ば、まず、生成部８０３は、店舗消化率テーブル６００を参照して、指定された偏差範囲
に対応する店舗を特定する。例えば、指定された偏差範囲が「２５≦偏差＜３５」の場合
、生成部８０３は、指定された商品についての店舗消化率の偏差が「２５≦偏差＜３５」
となる店舗を特定する。
【００９７】
　つぎに、生成部８０３は、例えば、図２に示した場所別単品実績ＤＢ２３０を参照して
、指定された商品について、特定した店舗における累計売上数を特定する。また、生成部
８０３は、例えば、図２に示した場所別在庫ＤＢ２５０を参照して、指定された商品につ
いて、特定した店舗における現在の在庫数を特定する。
【００９８】
　そして、生成部８０３は、指定された商品について、特定した各店舗における累計売上
数および現在の在庫数を示す第３のグラフを生成する。第３のグラフの種類は、例えば、
棒グラフ、線グラフ、円グラフなどである。第３のグラフの具体例については、図１１を
用いて後述する。
【００９９】
　表示制御部８０２は、生成された第３のグラフを表示する制御を行う。具体的には、例
えば、表示制御部８０２は、生成された第３のグラフに基づいて、後述の図１１に示すよ
うな累計実績画面１１００の画面情報を生成する。そして、表示制御部８０２は、生成し
た累計実績画面１１００の画面情報をクライアント装置２０１に送信する。これにより、
クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に累計実績画面１１００を表示することが
できる。
【０１００】
（週次ＭＤ分析画面９００の画面例）
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される週次ＭＤ分析画面
９００の画面例について説明する。
【０１０１】
　図９は、週次ＭＤ分析画面９００の画面例を示す説明図である。図９において、週次Ｍ
Ｄ分析画面９００は、各店舗における店舗消化率の標準偏差が「１」よりも大きい商品を
リスト化して指定可能に表示する操作画面である。週次ＭＤ分析画面９００には、週次Ｍ
Ｄ分析情報９００－１～９００－５が表示されている。
【０１０２】
　週次ＭＤ分析情報９００－１～９００－５は、各商品の絵型、品番、各店舗の店舗消化
率の標準偏差、全店舗における店舗在庫数量、全店舗における店舗消化率を示す。さらに
、週次ＭＤ分析情報９００－１～９００－５は、各商品の全店舗における週別の入荷予定
数量、投入数量、純売上数量および店頭在庫推移数量を示す。
【０１０３】
　週次ＭＤ分析画面９００によれば、ユーザは、店舗間の販売状況にある程度ばらつきが
ある商品の中から、販売状況の分析対象となる商品を指定することができる。また、ユー
ザは、例えば、各店舗の店舗消化率の標準偏差を参照することで、店舗間での販売状況の
ばらつき度合いを考慮して、販売状況の分析対象となる商品を指定することができる。
【０１０４】
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　また、ユーザは、例えば、全店舗における店舗在庫数量を参照することで、全店舗にお
ける現在の在庫数を考慮して、販売状況の分析対象となる商品を指定することができる。
また、ユーザは、例えば、全店舗における店舗消化率を参照することで、全店舗での総合
的な売れ行きを考慮して、販売状況の分析対象となる商品を指定することができる。
【０１０５】
　また、ユーザは、例えば、週別の入荷予定数量、投入数量、純売上数量および店頭在庫
推移数量を参照することで、各商品について店舗全体での週別の状態を考慮して、販売状
況の分析対象となる商品を指定することができる。なお、どの期間（図９の例では、２０
１５／１３週～２０１５／１８週）の入荷予定数量、投入数量、純売上数量および店頭在
庫推移数量を表示するかは、任意に変更可能である。
【０１０６】
　また、週次ＭＤ分析画面９００において、カーソルＣを移動させて、品番欄９１０のい
ずれかの品番をクリックすると、当該品番の商品を、販売状況の分析対象となる商品とし
て指定することができる。例えば、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」をクリッ
クすると、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」の商品が指定され、図１０に示す
店舗消化率分析画面１０００に遷移する。
【０１０７】
（店舗消化率分析画面１０００の画面例）
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される店舗消化率分析画
面１０００の画面例について説明する。
【０１０８】
　図１０は、店舗消化率分析画面１０００の画面例を示す説明図である。図１０において
、店舗消化率分析画面１０００は、店舗消化率の偏差を示す軸（横軸）と店舗数比率を示
す軸（縦軸）とからなる座標系において、第１のグラフ１０１０および第２のグラフ１０
２０を併せて表示する操作画面である。
【０１０９】
　第１のグラフ１０１０は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応す
る第１店舗数比率を示す曲線グラフである。第１店舗数比率は、上述したように、指定商
品を販売した全店舗のうち、所定の偏差範囲に対応する店舗がどの程度の割合占めている
かを判断するための指標である。
【０１１０】
　第１のグラフ１０１０によれば、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」の商品に
ついて、店舗間の販売ばらつき状況を判断することができる。具体的には、例えば、第１
のグラフ１０１０によれば、偏差「０」付近の第１店舗数比率が最も大きいものの、偏差
「０」付近に第１店舗数比率が偏っているとはいえないため、店舗間の販売ばらつきが大
きいと判断することができる。このため、ユーザは、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレ
ーヨン」の商品について、店間移動や売価変更などの何らかの施策を講じる必要があると
判断することができる。
【０１１１】
　第２のグラフ１０２０は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応す
る第２店舗数比率を示す曲線グラフである。第２店舗数比率は、上述したように、特定商
品カテゴリに属する商品を販売した全店舗のうち、所定の偏差範囲に対応する店舗がどの
程度の割合占めているかを判断するための指標である。
【０１１２】
　第２のグラフ１０２０によれば、商品カテゴリ「トップス」について、店舗間の販売ば
らつき状況を判断することができる。具体的には、例えば、第２のグラフ１０２０によれ
ば、偏差「０」付近の第２店舗数比率が最も大きく、偏差「０」付近に第２店舗数比率が
偏っているため、店舗間の販売ばらつきが小さいと判断することができる。このため、ユ
ーザは、商品カテゴリ「トップス」に属する他の商品については、品番「ＦＪ０１１３７
　ホワイトレーヨン」の商品ほど店舗間で販売状況にばらつきが生じておらず、店間移動
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などの施策を講じる必要性は低いと判断することができる。
【０１１３】
　このように、店舗消化率分析画面１０００によれば、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイト
レーヨン」の商品について、店舗間の販売ばらつき状況を確認する際に、当該商品が属す
る商品カテゴリ「トップス」の他の商品についても、店舗間の販売ばらつき状況を併せて
判断することができる。
【０１１４】
　また、店舗消化率分析画面１０００において、カーソルＣを移動させて、棒グラフｇ１
～ｇ１１のいずれかの棒グラフをクリックすると、当該棒グラフに対応する偏差範囲を指
定することができる。例えば、棒グラフｇ９をクリックすると、棒グラフｇ９に対応する
偏差範囲「２５≦偏差＜３５」が指定され、図１１に示す累計実績画面１１００に遷移す
る。
【０１１５】
（累計実績画面１１００の画面例）
　つぎに、クライアント装置２０１のディスプレイ４０６に表示される累計実績画面１１
００の画面例について説明する。
【０１１６】
　図１１は、累計実績画面１１００の画面例を示す説明図である。図１１において、累計
実績画面１１００は、図１０に示した店舗消化率分析画面１０００において棒グラフｇ９
がクリックされた場合に表示される画面である。累計実績画面１１００には、上述した第
３のグラフに相当する棒グラフ１１１１～１１１８および棒グラフ１１２１～１１２８が
表示されている。
【０１１７】
　棒グラフ１１１１～１１１８は、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」の商品に
ついて、店舗消化率の偏差が偏差範囲「２５≦偏差＜３５」となる店舗における累計売上
数を示す。店舗消化率の偏差が偏差範囲「２５≦偏差＜３５」となる店舗は、品番「ＦＪ
０１１３７　ホワイトレーヨン」の商品について、全店舗平均よりも消化（販売）できて
いる店舗である。
【０１１８】
　棒グラフ１１２１～１１２８は、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」の商品に
ついて、店舗消化率の偏差が偏差範囲「２５≦偏差＜３５」となる店舗における現在の在
庫数を示す。なお、偏差範囲「２５≦偏差＜３５」は、図１０に示した棒グラフｇ９に対
応する偏差範囲である。
【０１１９】
　累計実績画面１１００によれば、ユーザは、例えば、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイト
レーヨン」の商品について、難波店、神戸店、三条店が、全店舗平均よりも消化できてお
り、かつ、現在の在庫数が少なくなっていると判断することができる。このため、ユーザ
は、例えば、全店舗平均よりも消化できていない店舗からの店間移動等により、難波店、
神戸店、三条店に対して該当商品を投入したほうがよいと判断することができる。
【０１２０】
　なお、品番「ＦＪ０１１３７　ホワイトレーヨン」の商品について、全店舗平均よりも
消化できていない店舗における累計売上数や現在の在庫数は、例えば、店舗消化率分析画
面１０００（図１０参照）において、棒グラフｇ１～ｇ５をクリックすることで確認する
ことができる。
【０１２１】
（販売状況表示装置１００の販売状況表示処理手順）
　つぎに、販売状況表示装置１００の販売状況表示処理手順について説明する。
【０１２２】
　図１２は、販売状況表示装置１００の販売状況表示処理手順の一例を示すフローチャー
トである。図１２のフローチャートにおいて、まず、販売状況表示装置１００は、クライ
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アント装置２０１に商品属性選択画面７００を表示する（ステップＳ１２０１）。
【０１２３】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、販売状況の分析対象となる商品の商品属性の選択
を受け付けたか否かを判断する（ステップＳ１２０２）。ここで、販売状況表示装置１０
０は、商品属性の選択を受け付けるのを待つ（ステップＳ１２０２：Ｎｏ）。
【０１２４】
　そして、商品属性の選択を受け付けた場合（ステップＳ１２０２：Ｙｅｓ）、販売状況
表示装置１００は、週次ＭＤ分析画面表示処理を実行する（ステップＳ１２０３）。週次
ＭＤ分析画面表示処理の具体的な処理手順については、図１３を用いて後述する。
【０１２５】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、販売状況の分析対象となる商品の指定を受け付け
たか否かを判断する（ステップＳ１２０４）。ここで、販売状況表示装置１００は、商品
の指定を受け付けるのを待つ（ステップＳ１２０４：Ｎｏ）。
【０１２６】
　そして、商品の指定を受け付けた場合（ステップＳ１２０４：Ｙｅｓ）、販売状況表示
装置１００は、店舗消化率分析画面表示処理を実行する（ステップＳ１２０５）。店舗消
化率分析画面表示処理の具体的な処理手順については、図１４を用いて後述する。
【０１２７】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、所定の偏差範囲のいずれかの偏差範囲の指定を受
け付けたか否かを判断する（ステップＳ１２０６）。ここで、偏差範囲の指定を受け付け
ていない場合（ステップＳ１２０６：Ｎｏ）、販売状況表示装置１００は、ステップＳ１
２０８に移行する。
【０１２８】
　一方、偏差範囲の指定を受け付けた場合（ステップＳ１２０６：Ｙｅｓ）、販売状況表
示装置１００は、累計実績画面表示処理を実行する（ステップＳ１２０７）。累計実績画
面表示処理の具体的な処理手順については、図１５を用いて後述する。
【０１２９】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、各種画面の表示終了指示を受け付けたか否かを判
断する（ステップＳ１２０８）。なお、各種画面の表示終了指示は、クライアント装置２
０１においてユーザの操作入力により行われて、クライアント装置２０１から販売状況表
示装置１００に通知される。
【０１３０】
　ここで、各種画面の表示終了指示を受け付けていない場合（ステップＳ１２０８：Ｎｏ
）、販売状況表示装置１００は、ステップＳ１２０６に戻る。一方、各種画面の表示終了
指示を受け付けた場合（ステップＳ１２０８：Ｙｅｓ）、販売状況表示装置１００は、各
種画面の表示を終了して、本フローチャートによる一連の処理を終了する。
【０１３１】
　これにより、ユーザの操作入力に応じて、各種画面（週次ＭＤ分析画面、店舗消化率分
析画面、累積実績画面）をクライアント装置２０１に表示することができる。
【０１３２】
＜週次ＭＤ分析画面表示処理手順＞
　つぎに、図１２に示したステップＳ１２０３の週次ＭＤ分析画面表示処理の具体的な処
理手順について説明する。
【０１３３】
　図１３は、週次ＭＤ分析画面表示処理の具体的処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。図１３のフローチャートにおいて、まず、販売状況表示装置１００は、商品属性テ
ーブル５００を参照して、図１２に示したステップＳ１２０２において選択された商品属
性から特定される商品を選択する（ステップＳ１３０１）。
【０１３４】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、店舗消化率テーブル６００を参照して、選択した



(17) JP 6536371 B2 2019.7.3

10

20

30

40

50

商品について、各店舗の店舗消化率の標準偏差が「１」より大きいか否かを判断する（ス
テップＳ１３０２）。ここで、各店舗の店舗消化率の標準偏差が「１」以下の場合（ステ
ップＳ１３０２：Ｎｏ）、販売状況表示装置１００は、ステップＳ１３０４に移行する。
【０１３５】
　一方、各店舗の店舗消化率の標準偏差が「１」より大きい場合（ステップＳ１３０２：
Ｙｅｓ）、販売状況表示装置１００は、週別場所別単品実績ＤＢ２４０から、選択した商
品について、各店舗における週別の入荷予定数量、投入数量、純売上数量および店頭在庫
推移数量を示す週別場所別単品実績情報を抽出する（ステップＳ１３０３）。
【０１３６】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、選択された商品属性から特定される商品のうち選
択されていない未選択の商品があるか否かを判断する（ステップＳ１３０４）。ここで、
未選択の商品がある場合（ステップＳ１３０４：Ｙｅｓ）、販売状況表示装置１００は、
ステップＳ１３０１に戻る。
【０１３７】
　一方、未選択の商品がない場合（ステップＳ１３０４：Ｎｏ）、販売状況表示装置１０
０は、抽出した週別場所別単品実績情報に基づいて、週次ＭＤ分析画面の画面情報を生成
する（ステップＳ１３０５）。そして、販売状況表示装置１００は、生成した画面情報を
クライアント装置２０１に送信することにより、クライアント装置２０１に週次ＭＤ分析
画面を表示して（ステップＳ１３０６）、週次ＭＤ分析画面表示処理を呼び出したステッ
プに戻る。
【０１３８】
　これにより、商品属性選択画面において選択された商品属性から特定される商品のうち
、各店舗の店舗消化率の標準偏差が「１」よりも大きい商品、すなわち、店舗間の販売状
況にある程度ばらつきがある商品をリスト化して指定可能に表示することができる。
【０１３９】
＜店舗消化率分析画面表示処理手順＞
　つぎに、図１２に示したステップＳ１２０５の店舗消化率分析画面表示処理の具体的な
処理手順について説明する。
【０１４０】
　図１４は、店舗消化率分析画面表示処理の具体的処理手順の一例を示すフローチャート
である。図１４のフローチャートにおいて、まず、販売状況表示装置１００は、店舗消化
率テーブル６００を参照して、図１２に示したステップＳ１２０４において指定された商
品について、各店舗の店舗消化率の偏差を特定する（ステップＳ１４０１）。
【０１４１】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範
囲に対応する第１店舗数比率を算出する（ステップＳ１４０２）。そして、販売状況表示
装置１００は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する第１店舗数
比率を示す第１のグラフを生成する（ステップＳ１４０３）。
【０１４２】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、商品属性テーブル５００を参照して、指定された
商品が属する商品カテゴリを特定する（ステップＳ１４０４）。そして、店舗消化率テー
ブル６００を参照して、特定した商品カテゴリについて、各店舗の店舗消化率の偏差を特
定する（ステップＳ１４０５）。
【０１４３】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範
囲に対応する第２店舗数比率を算出する（ステップＳ１４０６）。そして、販売状況表示
装置１００は、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する第２店舗数
比率を示す第２のグラフを生成する（ステップＳ１４０７）。
【０１４４】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、生成した第１のグラフおよび第２のグラフに基づ
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いて、店舗消化率分析画面の画面情報を生成する（ステップＳ１４０８）。そして、販売
状況表示装置１００は、生成した画面情報をクライアント装置２０１に送信することによ
り、クライアント装置２０１に店舗消化率分析画面を表示して（ステップＳ１４０９）、
店舗消化率分析画面表示処理を呼び出したステップに戻る。
【０１４５】
　これにより、週次ＭＤ分析画面において指定された商品についての第１のグラフと、当
該商品が属する商品カテゴリについての第２のグラフとを併せて表示することができる。
【０１４６】
＜累計実績画面表示処理手順＞
　つぎに、図１２に示したステップＳ１２０７の累計実績画面表示処理の具体的な処理手
順について説明する。
【０１４７】
　図１５は、累計実績画面表示処理の具体的処理手順の一例を示すフローチャートである
。図１５のフローチャートにおいて、まず、販売状況表示装置１００は、店舗消化率テー
ブル６００を参照して、図１２に示したステップＳ１２０６において指定された偏差範囲
に対応する店舗を特定する（ステップＳ１５０１）。
【０１４８】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、場所別単品実績ＤＢ２３０および場所別在庫ＤＢ
２５０を参照して、指定された商品について、特定した各店舗における累計売上数および
現在の在庫数を特定する（ステップＳ１５０２）。そして、販売状況表示装置１００は、
指定された商品について、特定した各店舗における累計売上数および現在の在庫数を示す
第３のグラフを生成する（ステップＳ１５０３）。
【０１４９】
　つぎに、販売状況表示装置１００は、生成した第３のグラフに基づいて、累計実績画面
の画面情報を生成する（ステップＳ１５０４）。そして、販売状況表示装置１００は、生
成した画面情報をクライアント装置２０１に送信することにより、クライアント装置２０
１に累計実績画面を表示して（ステップＳ１５０５）、累計実績画面表示処理を呼び出し
たステップに戻る。
【０１５０】
　これにより、週次ＭＤ分析画面において指定された商品について、店舗消化率分析画面
において指定された偏差範囲に対応する各店舗における累計売上数および現在の在庫数を
グラフ化して表示することができる。
【０１５１】
　以上説明したように、実施の形態にかかる販売状況表示装置１００によれば、指定され
た商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第１のグラフ
を表示する際に、指定された商品が属する商品カテゴリを特定することができる。そして
、販売状況表示装置１００によれば、特定した商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状
況又は店舗間の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成して、第１のグラフに併せて
第２のグラフを表示することができる。
【０１５２】
　これにより、指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき
状況を確認する際に、当該商品が属する商品カテゴリの他の商品についても、店舗ごとの
販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況を併せて判断可能にすることができる。
【０１５３】
　また、販売状況表示装置１００によれば、指定された商品について、各店舗の店舗消化
率の偏差に基づいて、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応する第１
店舗数比率を示す第１のグラフを生成することができる。これにより、指定された商品に
ついて、店舗間の販売ばらつき状況を判断可能な第１のグラフを提示することができ、店
間移動や売価変更などの施策の必要性を判断しやすくさせることができる。
【０１５４】
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　また、販売状況表示装置１００によれば、特定した商品カテゴリについて、各店舗の店
舗消化率の偏差に基づいて、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差範囲に対応す
る第２店舗数比率を示す第２のグラフを生成することができる。これにより、指定された
商品が属する商品カテゴリについて、店舗間の販売ばらつき状況を判断可能な第２のグラ
フを提示することができ、当該商品カテゴリに属する他の商品について、店間移動や売価
変更などの施策の必要性を判断しやすくさせることができる。
【０１５５】
　また、販売状況表示装置１００によれば、所定の偏差範囲のいずれかの偏差範囲が指定
されたことに応じて、指定された商品について、指定された偏差範囲に対応する各店舗に
おける累計売上数および現在の在庫数を示す第３のグラフを表示することができる。これ
により、指定された偏差範囲に対応する店舗のうち、指定された商品について、売れ行き
が好調で在庫が少なくなっている店舗や、売れ行きが低調で在庫が多くなっている店舗を
判別可能に表示することができる。
【０１５６】
　また、販売状況表示装置１００によれば、商品の指定を受け付ける際に、各店舗の店舗
消化率の標準偏差が所定値よりも大きい所定の商品を指定可能に表示することができる。
これにより、販売状況の分析対象となる商品の指定を受け付ける際に、店舗間の販売状況
にある程度ばらつきがある商品をリスト化して指定可能に表示することができる。
【０１５７】
　また、販売状況表示装置１００によれば、商品の指定を受け付ける際に、各店舗の店舗
消化率の標準偏差が所定値よりも大きい所定の商品について、全店舗における店舗消化率
をさらに表示することができる。これにより、所定の商品を投入している全店舗での総合
的な売れ行きを判断するための指標を提示することができる。
【０１５８】
　これらのことから、販売状況表示装置１００によれば、各店舗における商品ごとの販売
状況を把握する際の時間や手間を削減することができる。例えば、アパレル業界では、シ
ーズンものの商品が多く、毎年トレンドが変わることが多いため、各シーズン向けに投入
した商品はシーズン終了までに売り切ることが望ましい。販売状況表示装置１００によれ
ば、各シーズン向けの商品について、店間移動や売価変更などの施策を立案しやすくさせ
て、シーズン終了までの在庫消化につなげることができる。
【０１５９】
　なお、本実施の形態で説明した販売状況表示方法は、予め用意されたプログラムをパー
ソナル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現
することができる。本販売状況表示プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され
、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また、本販
売状況表示プログラムは、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい。
【０１６０】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１６１】
（付記１）指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況
を示す第１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属する商品カテゴリ
を自動的に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店舗間
の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフに併せて前記第２
のグラフを表示する処理、
　をコンピュータが実行することを特徴とする販売状況表示方法。
【０１６２】
（付記２）前記コンピュータが、
　指定された前記商品について、複数の店舗のそれぞれにおける投入数に対する売上数の
割合を示す店舗消化率の偏差に基づいて、所定の偏差範囲のそれぞれについて、当該偏差
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範囲に対応する店舗の数を示す第１のグラフを生成し、
　特定した前記商品カテゴリについて、前記複数の店舗のそれぞれにおける投入数に対す
る売上数の割合を示す店舗消化率の偏差に基づいて、前記所定の偏差範囲のそれぞれにつ
いて、当該偏差範囲に対応する店舗の数を示す第２のグラフを生成する、
　処理を実行することを特徴とする付記１に記載の販売状況表示方法。
【０１６３】
（付記３）前記コンピュータが、
　前記所定の偏差範囲のいずれかの偏差範囲が指定されたことに応じて、指定された前記
商品について、指定された前記偏差範囲に対応する各店舗の売上数又は在庫数の少なくと
もいずれかを示す第３のグラフを表示する処理、
　を実行することを特徴とする付記２に記載の販売状況表示方法。
【０１６４】
（付記４）前記コンピュータが、
　商品の指定を受け付ける際に、店舗間での販売状況のばらつき度合いを示す値が所定値
よりも大きい所定の商品を指定可能に表示する処理、
　を実行することを特徴とする付記１～３のいずれか一つに記載の販売状況表示方法。
【０１６５】
（付記５）前記所定の商品を指定可能に表示する処理は、
　さらに、前記所定の商品について、全店舗における投入数に対する売上数の割合を表す
店舗消化率を表示する、ことを特徴とする付記４に記載の販売状況表示方法。
【０１６６】
（付記６）前記コンピュータが、
　指定された前記商品について、複数の店舗のそれぞれにおける売上数を示す第１のグラ
フを生成し、
　特定した前記商品カテゴリについて、前記複数の店舗のそれぞれにおける売上数を示す
第２のグラフを生成する、
　処理を実行することを特徴とする付記１に記載の販売状況表示方法。
【０１６７】
（付記７）指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況
を示す第１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属する商品カテゴリ
を自動的に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店舗間
の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフに併せて前記第２
のグラフを表示する制御部、
　を有することを特徴とする販売状況表示装置。
【０１６８】
（付記８）指定された商品について、店舗ごとの販売状況又は店舗間の販売ばらつき状況
を示す第１のグラフを生成して表示する際に、指定された前記商品が属する商品カテゴリ
を自動的に特定し、特定した前記商品カテゴリについて、店舗ごとの販売状況又は店舗間
の販売ばらつき状況を示す第２のグラフを生成して、前記第１のグラフに併せて前記第２
のグラフを表示する処理、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする販売状況表示プログラム。
【符号の説明】
【０１６９】
　１００　販売状況表示装置
　２００　業務支援システム
　２０１　クライアント装置
　２２０　名称・商品マスタ
　２３０　場所別単品実績ＤＢ
　２４０　週別場所別単品実績ＤＢ
　２５０　場所別在庫ＤＢ
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　５００　商品属性テーブル
　６００　店舗消化率テーブル
　７００　商品属性選択画面
　８０１　受付部
　８０２　表示制御部
　８０３　生成部
　８０４　特定部
　９００　週次ＭＤ分析画面
　１０００　店舗消化率分析画面
　１０１０，Ｇ１　第１のグラフ
　１０２０，Ｇ２　第２のグラフ
　１１００　累計実績画面
　１１１１～１１１８，１１２１～１１２８　第３のグラフ

【図１】 【図２】
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